
 

 2.3 服装規定（服装違反：-2.0 点） 

・選手の服装は、体操競技の一種目としてスポーツを行うにふさわしいものでなく

てはならない。演劇的であったり、ミュージカル的であったり、サーカスのような

服装（ベルト、コルセット、ジャケット、ネクタイ、等々）は不可。明らかに、実

物(花、動物、星、ギター、等々)が描写されているレオタードは不可。 

【光沢のある生地でも、スポーツ・プロフィールを重視し、スポーツ的でなければならない。】 

・選手の服装は、透き通らない生地で作られたものであること。 

・戦争、暴力、宗教などのテーマを描写するような服装は不可。 

・ボディ・ペイントは不可。 

A. 大意(服装の過失：異なった項目の基準につき、各回-0.2 点) 

  清潔で本来のスポーツマンらしい様相の印象を全体的に与えなければならない。 

1. 髪は、頭部できちんとまとめられていること。 

2. 白色のエアロビック・シューズ及び全ての審判員に着用していると認められる白

色のソックスを着用のこと。 

3. 化粧は女子選手のみに認められるが、最小限にとどめること。 

4. ルーズアイテム(リボンやフリルなど)や、生地に固定されていないものは不可。 

5. 肌色のテーピングは可。 

6. 装飾品(アクセサリー)の着用は不可。 

7. 演技中に服装が演技前の状態から乱れた場合。 

8. 下着が見えてはならない。 

9. 男子選手の服装には、シークインス(スパンコール、ラメ、ラインストーン等)の

使用は一切不可。 

10.ゼッケンの非着用。 

B. 女子選手の服装(服装違反：-2.0 点) 

1. 袖はあってもなくてもかまわないが、長袖の場合は、手首までの長さであること。 

  (片袖または両袖) 

2. ワンピース型レオタードと肌色や透明のタイツ、又はユニタード(ワンピース型レ

オタードで胴から繋がって、臀部、足首までの全ての脚の長さがあるもの)を着用

のこと。 

3. レオタード/ユニタードの前面と背面のネックライン（襟ぐり）は適切な深さでな

ければならない。(前は胸骨の長さの半分以内、後は肩胛骨の下部以内までの深さ) 

4. 繰りのカットは骨盤を覆い、ウエスト位置より上にあってはいけない。 

5. レオタードは股間を完全に覆うものであること。 

 【認められる女子選手の服装例】 

 

 

 

 

      a       b    c       d 

a～c はレオタードの前面と背面が同じ例を表し、d は同じレオタードの前面と背面を表す。  

  

C. 男子選手の服装(服装違反：-2.0 点) 

1. ユニタード、あるいは身体にぴったりフィットしたトップスとショーツ又は

レオタードを着用のこと。 

2. トップの前後、あるいは側面にカットが入ってはならない。ネックライン(袖 

  ぐり)は肩胛骨より低く下がってはいけない。 

 

   【認められる男子選手の服装例】 

 以下の服装例の形(シルエット)以外は不可。※長袖は不可。 

 

 

 

 

 
 

    e      f      g         h 
 e～h は前面と背面が同じレオタードの例を表す。 

  

D. ロゴの露出 

選手は、40 平方 cm 内で以下の場所に露出する場合に限り、個人スポンサーロゴを 

1 つに限リ露出することができる。 ただし、この範囲内であっても、各種大会のメイ 

ンスポンサーと競合する会社のロゴ露出は禁止する。  

1. 女子選手:片方のヒップの横又は片方の袖部分。 

2. 男子選手:ショートパンツの片方のヒップの横又はシャツの胸、あるいは横部分。 

 

E. ゼッケンの着用 

  選手は、原則としてゼッケンをレオタード、ユニタード、シャツの上半身の前面に

つけなければならない。タイツ部分は不可。 

 

 F. トラックスーツの着用 

1. 選手は、全国大会など特定の大会においては、指定されたウエアの着用を求めら 

れることがある。又、競技会場において着用するウエアについては、競技会スポ

ンサーと競合するメーカーのロゴマーク(ブランド名・商品名を含む)を露出する

場合は、身体の前後に 1 ヶ所づつ、各 100 平方 cm まで(合計で最大 200 平方 cm ま 

で)とする。 

2. 選手は、表彰式においては原則としてレオタード/ユニタードを着用しなければな 

  らない。 
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主任審判員によってなされる減点、警告、失格： 

 

下記は主任審判員によってなされる減点、警告、失格のリスト： 

A. ライン・オーバー 各回 0.1 

B. 録音の質(最大 0.5 減点) 0.1 

 

C. 服装の過失（第 2章、2.3.A「大意」に記載されている 10 項目に対する違反） 異なった項目の基準につき 各回 0.2 

 

D. 時間の過不足 0.5 

E. 20 秒以内に競技エリアに登場しない 0.5 

F. プレゼンテーション違反 0.5 

G. 演技の中断(各 2秒～10 秒間) 0.5 

H. 指定個数未満又は超過のリフト  0.5 

 

I. 時間の違反 1.0 

J. ２人の身長を超えるスタンディング・リフトの高さ 各回 1.0 

K. 禁止リフト 各回 1.0 

L. 禁止動作 各回 1.0 

 

M. オリンピック憲章に反するテーマ 2.0 

N. 服装違反（「服装の過失」以外のすべての違反） 2.0 

 

X. 演技の停止 得点 0 

 

・禁止エリアへの侵入 警告 

・表彰式での指定ウエアの不着用 警告 

・規律違反 警告又は失格 

・ウォーク・オーバー  失格 

 

 


